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警察庁 0130010

土地区画整理
事業地内の新
設道路に係る
交通規制

道路交通法
第２条第１項
第１号、第４
条第１項

都道府県公安委員会は、道路標
識等を設置及び管理して、道路
における交通の規制をすること
ができる。

Ｄ－１

道路交通法における「道路」とは、道路法第２条第１項に
規定する道路、道路運送法第２条第８項に規定する自動
車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいうこと
とされており（道路交通法第２条第１項第１号）、ご提案に
ある土地区画整理事業による新設道路が一般交通の用
に供する場所に該当する場合は、道路法上の道路認定を
受けていなくても道路交通法上の「道路」に該当し、都道
府県公安委員会は、当該新設道路において、道路標識等
を設置及び管理して交通の規制を行うことができる（道路
交通法第４条第１項）。
　警察としては、従前より、地域住民や道路利用者等の要
望を踏まえつつ、交通の安全と円滑が図られる適切な交
通規制の実施に努めているところであり、川口市において
住民の方から要望のある交通規制についても、地域住民
や道路利用者等が賛同しており、道路交通の安全と円滑
の確保の観点から問題がないものであれば、実施すること
は可能であると考えられるので、所轄警察署に相談してい
ただきたい。

貴庁の回答によれば、①土地区画整理事業に
よる新設道路が「一般交通の用に供する場所」
に該当し、②地域住民及び道路利用者が賛同
し、③道路交通の安全と円滑の確保の観点か
ら問題がない、という３要件を満たした場合に
は、現行制度でも交通規制は可能とのことだ
が、その認定はどの者がどのような基準に基づ
き行っているのか明らかにされたい。また、上記
①②の要件の認定を、特区を設定する地方公
共団体の長が行い、それを受けて警察が③の
要件を認定すれば交通規制を行う、という仕組
みが可能か検討願いたい。

交通規制の実施に当たり、①土地区画整理事業による新設道路が「一般交通の
用に供するその他の場所」に該当し、②地域住民及び道路利用者が賛同してお
り、③道路交通の安全と円滑の確保の観点から問題がないものである、という判
断は、都道府県公安委員会が、交通の状況、周辺の交通規制の実施状況、交通
事故の発生状況、道路の形状、地域住民、道路利用者等の意向、交通規制の実
施による周辺交通への影響等を総合的に勘案し、個別具体的に行っている。
土地区画整理事業による新設道路が「一般交通の用に供するその他の場所」に
該当するか否かの判断は、道路交通法の解釈の問題であり、交通管理の専門的
知識、責任を有する警察が、当該新設道路の構造、交通の状況等を勘案して行う
必要がある。また、地域住民、道路利用者等による交通規制の実施についての賛
否の判断は、交通管理の専門的知識、責任を有する警察が、交通規制による周
辺交通への影響等の情報を適切に提供するとともに、交通管理の観点からの助
言を適切に行い、地域住民、道路利用者等が交通規制の影響について十分に理
解していることを見極めた上で行う必要がある。さらに、土地区画整理事業による
新設道路において交通規制を実施するに当たっては、交通管理の専門的知識、
責任を有する警察が、これらの諸要素を総合的に勘案してその適否を判断する必
要があることから、その判断の一部を地方公共団体の長に委ねることは適切では
ない。
なお、地方公共団体や所轄警察署のほか、地域住民、道路利用者等からなる地
域参加型の協議会が総合的なまちづくりの計画を策定し、警察が、このまちづくり
の計画に基づき、交通規制を実施することは可能であり、既に、平成１５年８月か
ら、構造改革特区として、そのような制度が実施されているので、この制度を活用
していただきたい。

軽微な交通規制の実施要望に
対して迅速に対応できるような仕
組みの構築を検討し回答された
い。

　軽微な交通規制については迅速
な対応ができるような仕組みの構
築を検討せよとの御要請である
が、交通規制が周辺の交通の流れ
に与える影響は、交通量、交通の
状況、道路の状況、周辺の交通規
制の実施状況等によって千差万別
であり、交通規制の種別　を軽微な
ものとそうでないものに分類するこ
とは不可能であることから、「軽微
な交通規制」の実施要望に限って
迅速に対応できる仕組みを構築す
ることはできないが、再検討要請に
対する回答のとおり、平成１５年８
月から構造改革特区として実施さ
れている地域参加型の協議会が策
定した総合的なまちづくりの計画に
基づく交通規制の制度を活用すれ
ば、交通規制を実施するまでの期
間を短縮することも可能であるの
で、この制度を活用していただきた
い。また、仮に、理由もなく、交通規
制の実施が著しく遅延している事
実が認められる場合には、当庁と
しても、都道府県警察に対して、迅
速な事務処理を促してまいりたい。

1053 10531010

埼玉県
川口市
川口市
戸塚南
部特定
土地区
画整理
組合
川口市
戸塚東
部特定
土地区
画整理
組合
川口市
根堤土
地区画
整理組
合

土地区画
整理事業
地内の新
設道路に
係る交通
規制の実
施

土地区画整理事業による新設道路は、一般市
道と同様多数の住民が利用しているが、道路
認定を受けていないため、交通規制の対象外
として扱われている。このため、交通規制が
なく、道路を車庫代わりとした迷惑駐車や、
それに関連した飛び出し事故や交差点での交
通事故が多く発生し、住民からの交通標識の
設置など交通規制の要望が強く出ている。そ
のためには、道路法第３条（道路の種類）に
＜五土地区画整理事業により築造された道路
＞を加えて、道路交通法の適用道路の範囲を
広げて欲しい。昨今の財政事情の悪化など
で、事業費の確保が難しく、土地区画整理事
業の認可から完了まで長期に渡るため、住民
サ－ビスの面からもぜひともお願いしたい。

警察庁 0130020

公道における
０．６５リッ
トルの軽自動
車によるレー
スの可能化

道路交通法
第７７条第１
項

道路でカーレースを行おうとする
者は、警察署長の道路使用許可
を受けなければならない。

Ｄ－３

昨年７月の閣議決定による変更後の「構造改革特別区域
基本方針」（平成１５年１月２４日閣議決定）及び「地域再
生推進のためのプログラム」（平成１６年２月２７日地域再
生本部決定）において、警察庁は「カーレースに伴う道路
使用の許可申請にあたり、実施主体と都道府県警察や地
域住民、道路利用者等との調整・合意形成の円滑化を図
るために必要な事項等を明確化するための通達を発出す
る」こととされたことを受けて、本年３月、都道府県警察に
対して、カーレースに伴う道路使用許可手続の円滑化を
図るための通達を発出したところであり（警察庁のホーム
ページに掲載中）、同通達を踏まえ、警察署長が道路の使
用を許可した場合は、速度を競う形態で行われるカーレー
スを公道において行うことも可能である。

貴庁の回答によれば、警察署長が道路の使用
を許可した場合には、速度を競う形態で行われ
るカーレースを公道において行うことも可能との
ことだが、提案内容にある通り、レースにおいて
は速度規制は適用されないという理解でよいか
回答願いたい。

一般交通を完全に遮断するなどの措置が講じられ、警察署長
が、本年３月に発出した通達を踏まえ、カーレースに伴う道路使
用を許可した場合は、速度規制を適用する必要はないものと考
える。

1076 10761010 個人
雲仙グラ
ンプリ

道路交通法施行令第１１条において、自動車
の最高速度は６０キロメートル毎時とされて
いるが、公道においてカーレースを行う場
合、この規制を撤廃する。

警察庁 0130030

公道における
５０ｃｃの原
動機付き自転
車によるレー
スの可能化

道路交通法
第７７条第１
項

道路でカーレースを行おうとする
者は、警察署長の道路使用許可
を受けなければならない。

Ｄ－３

昨年７月の閣議決定による変更後の「構造改革特別区域
基本方針」（平成１５年１月２４日閣議決定）及び「地域再
生推進のためのプログラム」（平成１６年２月２７日地域再
生本部決定）において、警察庁は「カーレースに伴う道路
使用の許可申請にあたり、実施主体と都道府県警察や地
域住民、道路利用者等との調整・合意形成の円滑化を図
るために必要な事項等を明確化するための通達を発出す
る」こととされたことを受けて、本年３月、都道府県警察に
対して、カーレースに伴う道路使用許可手続の円滑化を
図るための通達を発出したところであり（警察庁のホーム
ページに掲載中）、同通達を踏まえ、警察署長が道路の使
用を許可した場合は、速度を競う形態で行われるカーレー
スを公道において行うことも可能である。

貴庁の回答によれば、警察署長が道路の使用
を許可した場合には、速度を競う形態で行われ
るカーレースを公道において行うことも可能との
ことだが、提案内容にある通り、レースにおいて
は速度規制は適用されないという理解でよいか
回答願いたい。

一般交通を完全に遮断するなどの措置が講じられ、警察署長
が、本年３月に発出した通達を踏まえ、カーレースに伴う道路使
用を許可した場合は、速度規制を適用する必要はないものと考
える。

1076 10761020 個人
雲仙グラ
ンプリ

道路交通法施行令第１１条において、原動機
付き自動車の最高速度は３０キロメートル毎
時とされているが、公道においてカーレース
を行う場合、この規制を撤廃する。

警察庁 0130040

　「官民一体
型の協議会」
で得た結論に
基づく都道府
県公安委員会
による道路に
おける交通規
制

道路交通法
第４条第１項

都道府県公安委員会は、道路標
識等を設置及び管理して、道路
における交通の規制をすること
ができる。

Ａ－１ Ⅳ

地方公共団体や所轄警察署のほか、地域住民、バス・タク
シー事業者等からなる地域参加型の協議会が策定した公
共交通利用促進のための計画に基づき都道府県警察が
交通規制を実施するよう、都道府県警察に対し通達を発
出する。

1084 10841020

社団
法人
岐阜
県経
済同
友会

「公共交
通特区」
構想

運輸行政、都道府県警察、地元自治体、道路
行政、道路管理者、地域住民、医療・福祉・
教育関係者、バス、タクシー事業者らで「官
民一体型の協議会」を組織し、道路における
交通規制は、当協議会で得た結論に基づき同
公安委員会が実施する。

警察庁 0130050

地域の自治会
などが当該地
域の防犯を目
的として行
う、自主的パ
トロールにお
いて、個人車
両を使用する
場合は、当該
パトロール中
に限り、車両
を限定して、
ゴムマグネッ
ト等着脱可能
な青色回転灯
の使用を、で
きるだけ簡易
な手続きによ
り可能とする
こと。

道路運送車
両法第４１
条、第５４
条、第５４条
の２、第１０８
条、第１０９
条
道路運送車
両の保安基
準第４２条、
第５５条
道路運送車
両の保安基
準の細目を
定める告示
第２１８条

 「道路運送車両の保安基準」第42条
及び「道路運送車両の保安基準の細
目を定める告示」第218条により、他
の交通の妨げとなるおそれのあるも
のとして、緊急自動車の警光灯や道
路維持作業用自動車の灯火等一定
の場合を除いて、点滅する灯火、光
度が増減する灯火、光度が300カン
デラを超える灯火を備えてはならな
い。
また、「道路運送車両の保安基準」第
55条により、地方運輸局長が自動車
の構造や使用の態様が特殊であるこ
とで保安上及び公害防止上支障がな
いと認定した場合は、上記保安基準
を緩和し、灯火の装備などを認めるこ
とができる。
なお、認定を受けようとする者が、地
方運輸局長に必要事項を記載した申
請書を提出し、これに対し、地方運輸
局長は一定の条件、期限又は制限を
付して認定を行うことができる。

Ｃ

提案内容については、脱着式の可否等の諸条件を含め、
全国規模での実施が可能となる青色回転灯を使用したパ
トロールの全体案について検討作業中であるため、現段
階において、当該地区のみを特区として対応することはで
きない。
  なお、平成16年６月10日から同年７月11日まで、上記の
試案についてパブリックコメントを実施し、その結果も踏ま
え、全体案を検討しているところである。

パブリックコメントにおいては、青色回転灯は自
動車に固定させ、その自動車は専ら防犯パト
ロールに用いる、という事項について検討対象
とされているが、特区内において青色回転灯の
使用者、使用車両及び使用場所を特定させるこ
とを条件にすれば、固定式ではなく脱着式でも
問題ないと考えられるので、脱着式を認めるよ
う再度検討願いたい。

・青色回転灯の装備を認めることとする
試案を公開して検討中という回答である
が、この試案においては、着脱可能な形
式については認められておらず、また、
本市より関係機関に照会した際にも、着
脱式の回転灯は認められないとされてい
る。従って今後試案の検討においても認
められない可能性が高いので、特区とし
て認められたい。

現段階では、関係省庁と、青色回転灯の装着に伴う各種問題点
及び条件等を含め、防犯パトロール車両へ青色回転灯の装着
を認める全体案について検討を行っている。
なお、この検討自体が、防犯パトロール車両に青色回転灯の装
着を認めるという新しい仕組みを、全国的規模で実施するため
の制度の構築作業であり、提案内容のような一部の地区だけに
対応することはできない。
また、平成16年６月10日から同年７月11日まで実施したパブリッ
クコメントにおいては、一定の条件の下、固定式の青色回転灯
を使用可能とする旨の試案を提示したところである。

右提案者からの意見によれば、
固定式だけに限定すると市民が
効果的に活用することは困難と
のことである。これを踏まえ、着
脱式について実現するにはどう
すればいいのか、期限までに真
摯に検討し、回答されたい。併せ
て右提案主体からの意見に対し
回答されたい。

　本提案特区は、公開されている試案と装着方法を除い
て同内容で、装着方法については、試案が固定式限定で
あるところを、着脱式を可とするよう求めているものであ
る。本市は、その必要性に基づいて、制度上許されてい
る特区としての提案をしているに過ぎず、本市のみを特
区とするのか全国対応とするのかという点についてはこ
だわらない。従って全国対応がふさわしいと貴庁が判断
されるなら、措置分類をＢ（全国的に対応）、もしくは法改
正等がまったく必要でないのならＤ（現行の規定により対
応可能）とされたい。
対応時期が明確でないことにより、措置分類をＢにできな
いのなら、措置されるまでの間特区として対応されたい。
　また、今回回答において、着脱式という点についての可
否の見解が示されていない。提案書にも詳細に述べたと
おり、この点が容認されない試案のような制度を、市民が
効果的に活用することは事実上困難になる。
　それでもなお本特区提案のような試案と同様の使用条
件の限定下における回転灯の使用を、着脱式であること
によって否とするなら、否とすることの具体的な根拠、理
由を明示されたい。

　現在は、パブリックコ
メントの実施結果等を
十分に踏まえ、固定式
以外の方法による青色
回転灯についても検討
の対象とし、全体の仕
組みや濫用防止のた
めの条件等を、関係機
関と協議しているところ
である。
　なお、地域性は乏し
く、施策の実施に当
たっては全国一斉に行
うべきものと考えてい
るところであり、９月中
を目途に基本的な枠組
みを決定したいと考え
ている。

1182 11821010
岐阜
市

回転灯を
付けて心
に安心の
灯りを点
けよう特
区

　『道路運送車両の保安基準』により、ゴム
マグネット等による着脱式の青色回転灯を車
両に装備することは認められていない。
これを、都道府県知事、警察本部長若しくは
警察署長又は市町村長から防犯活動の委嘱を
受けた者が、『道路運送車両の保安基準』第
５５条の定めるところにより地方運輸局長に
対しゴムマグネット等による着脱式の青色回
転灯の装備を例外的に認めるための基準緩和
申請をした時は、当該申請者を構成員とする
団体が、都道府県警察本部長(窓口は所轄の
警察署)に対して、一定の事項(団体の概要、
構成員、パトロールの概要、使用車両等)を
届け出て青色回転灯を使用して防犯パトロー
ルを行う場合に限って認定することができる
よう基準を緩和する。

（『道路運送車両の保安基準』第５５条の定
める地方運輸局長の基準緩和申請にかかる認
定基準の緩和。）

警察庁 0130060

岐阜市の専任
水防団が、岐
阜市長の命令
下において行
う河川堤防等
のパトロール
において、水
防団員の個人
所有車両を使
用する場合
は、河川堤防
等のパトロー
ルに限り、車
両を事前に限
定して、ゴム
マグネット等
による着脱式
の赤色回転灯
の装備使用を
可能とするこ
と。

道路交通法
第３９条、道
路交通法施
行令第１３条

緊急自動車とは、消防用自動
車、救急用自動車その他の政令
で定める自動車で、当　該緊急
用務のため、政令で定めるところ
により、運転中のものをいう。

－
本提案は、道路運送車両の保安基準に関するものである
ため、当庁は回答する立場にない。

1182 11821020
岐阜
市

回転灯を
付けて心
に安心の
灯りを点
けよう特
区

　『道路運送車両の保安基準』により、ゴム
マグネット等による着脱式の赤色回転灯を車
両に装備することは認められていない。
これを、岐阜市水防団員が、岐阜市長の認め
た車両について、『道路運送車両の保安基
準』第５５条の定めるところにより地方運輸
局長に対しゴムマグネット等による着脱式の
赤色回転灯の装備を例外的に認めるための基
準緩和申請をした時は、当該申請者を構成員
とする水防団が、水防活動の一環として行う
河川堤防等のパトロールに限って認定するこ
とができるよう基準を緩和する。

（『道路運送車両の保安基準』第５５条の定
める地方運輸局長の基準緩和申請にかかる認
定基準の緩和。）

警察庁 0130070
道路使用許可
取得の円滑化
及び簡略化

道路交通法
第７７条第１
項

道路でイベント等を行おうとする
者は、警察署長の道路使用許可
を受けなければならない。

Ｄ－１

イベント等に伴う道路使用許可については、警察署長が、
イベント等を実施しようとする場所の交通の状況やイベン
ト等の態様に応じて、個別具体的にその可否を判断する
必要があり、場所や形態が異なるイベント等について年間
を通じて包括的な許可申請を受けることはできないが、同
一場所、同一形態の行為について、一定の期間、包括的
に申請を受けることは可能であるので、所轄警察署と相談
していただきたい。
また、昨年７月の閣議決定による変更後の「構造改革特別
区域基本方針」(平成１５年１月２４日閣議決定）及び「地域
再生推進のためのプログラム」（平成１６年２月２７日地域
再生本部決定）において、警察庁は「地域活性化等を目的
とするイベント等に伴う道路使用の許可申請にあたり、実
施主体と都道府県警察や地域住民、道路利用者等との調
整・合意形成の円滑化を図るために必要な事項等を明確
化するための通達を発出する」こととされたことを受けて、
本年３月、都道府県警察に対して、地域活性化を目的とす
るイベント等に伴う道路使用許可手続の円滑化を図るた
めの通達を発出している（警察庁のホームページに掲載
中）。

提案主体は年間計画に基づく一括許認可を求めてい
るのに対し、貴庁の回答は、「場所や形態が異なるイ
ベント等について年間を通じて包括的な許可申請を受
けることはできない」としており、措置の分類は「Ｃ（特
区として対応不可）」ではないか。また、続けて「同一場
所、同一形態の行為について、一定の期間包括的に
申請を受けることは可能」としているが、「一定の期間」
について誰がどのような基準に基づき判断しているの
か明確にされたい。また、過去特区において反復継続
して実施されているイベント等については、場所・形態
に同一性が認められることから、年間包括許可も可能
ではないかと考えられる。当該イベント等について、年
間包括許可を認めるよう再度検討願いたい。

同一場所、同一形態の行為について、一定の期間、包括的に
申請を受けることは可能であることから、現行の規定により対応
可能であると考えている。この場合の「一定の期間」について
は、所轄警察署長が、イベント等が実施される場所及びその周
辺の道路の状況、時間帯、曜日、季節等による交通量の変化、
イベント等の態様等を勘案し、個別具体的に判断することとな
る。
また、「過去特区において反復継続して実施されているイベント
等については、場所・形態に同一性が認められることから、年間
包括許可も可能ではないか」との御指摘であるが、同一場所、
同一形態の行為について、一定の期間、包括的に申請を受け
ることができるかどうかは、所轄警察署長が、イベント等が実施
される場所及びその周辺の道路の状況、時間帯、曜日、季節等
による交通量の変化、イベント等の態様等を勘案し、個別具体
的に判断することとなるので、所轄警察署と相談していただきた
い。

1283 12831010

水戸
商工
会議
所，水
戸市
商店
会連
合会，
茨城
県水
戸市

水戸黄門
さんまち
おこし特
区

各商店会等が国道等を使用して実施する各種
イベントについて，経常的なものについて
は，年間を通して『道路占用・使用許可』の
一括許認可実施及び警察署長の許可権限の期
間等の拡大を図る。
また，地域活性化を目標とした事業について
は，許可を得やすくするための支援を実施す
る。
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01　警察庁（特区）

省庁名 管理コード
規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々
検討要請に対する回

答

構想(プロ
ジェクト)
管理番号

規制特例提案
事項管理番号

提案
主体
名

構想(プロ
ジェクト)
の名称

規制の特例事項の内容

警察庁 0130080

道路運送車両
の保安基準の
緩和
（車両への、
取り外し可能
な回転灯の設
置）

道路運送車
両法第４１
条、第５４
条、第５４条
の２、第１０８
条、第１０９
条
道路運送車
両の保安基
準第４２条、
第５５条
道路運送車
両の保安基
準の細目を
定める告示
第２１８条

「道路運送車両の保安基準」第42条
及び「道路運送車両の保安基準の細
目を定める告示」第218条により、他
の交通の妨げとなるおそれのあるも
のとして、緊急自動車の警光灯や道
路維持作業用自動車の灯火等一定
の場合を除いて、点滅する灯火、光
度が増減する灯火、光度が300カン
デラを超える灯火を備えてはならな
い。
「道路運送車両の保安基準」第55条
により、地方運輸局長が自動車の構
造や使用の態様が特殊であることで
保安上及び公害防止上支障がないと
認定した場合は、上記保安基準を緩
和し、灯火の装備などを認めることが
できる。
なお、認定を受けようとする者が、地
方運輸局長に必要事項を記載した申
請書を提出し、これに対し、地方運輸
局長は一定の条件、期限又は制限を
付して認定を行うことができる。

Ｃ

提案内容については、脱着式の可否等の諸条件を含め、
全国規模での実施が可能となる青色回転灯を使用したパ
トロールの全体案について検討作業中であるため、現段
階において、当該地区のみを特区として対応することはで
きない。
  なお、平成16年６月10日から同年７月11日まで、上記の
試案についてパブリックコメントを実施し、その結果も踏ま
え、全体案を検討しているところである。

パブリックコメントにおいては、青色回転灯は自
動車に固定させ、その自動車は専ら防犯パト
ロールに用いる、という事項について検討対象
とされているが、特区内において青色回転灯の
使用者、使用車両及び使用場所を特定させるこ
とを条件にすれば、固定式ではなく脱着式でも
問題ないと考えられるので、脱着式を認めるよ
う再度検討願いたい。

全国展開を考えて現在検討中のため認
められないとのことであるが、特区として
認めてもらえれば実験としても検証出来
る。また、当市では、さわやかパトロール
やさわやかみまもりＥｙｅなどの事業を実
施しており、事業参加者からも強い要望
がでており、認められれば安全・安心の
まちづくりに少しでも早く取り組むことが
出来るものと考えているので、再検討を
お願いしたい。

現段階では、関係省庁と、青色回転灯の装着に伴う各種問題点
及び条件等を含め、防犯パトロール車両へ青色回転灯の装着
を認める全体案について検討を行っている。
なお、この検討自体が、防犯パトロール車両に青色回転灯の装
着を認めるという新しい仕組みを、全国的規模で実施するため
の制度の構築作業であり、提案内容のような一部の地区だけに
対応することはできない。
また、平成16年６月10日から同年７月11日まで実施したパブリッ
クコメントにおいては、一定の条件の下、固定式の青色回転灯
を使用可能とする旨の試案を提示したところである。

提案者によれば、固定式だけに
限定すると市民が効果的に活用
することは困難とのことである。
これを踏まえ、着脱式について
実現するにはどうすればいいの
か、期限までに真摯に検討し、回
答されたい。併せて右提案主体
からの意見に対し回答された
い。

　全国での実施予定日を示していただきたい。
　当市としては、できる限り早く実施し、安全・安心
のまちづくりを進めることを希望しており、全国実
施よりも特区のほうが早く実施できるのであれば、
認めていただきたいので、再々検討をお願いした
い。

　現在は、パブリックコ
メントの実施結果等を
十分に踏まえ、固定式
以外の方法による青色
回転灯についても検討
の対象とし、全体の仕
組みや濫用防止のた
めの条件等を、関係機
関と協議しているところ
である。
　なお、地域性は乏し
く、施策の実施に当
たっては全国一斉に行
うべきものと考えてい
るところであり、９月中
を目途に基本的な枠組
みを決定したいと考え
ている。

1421 14211010
岐阜
県大
垣市

きらきら
パトロー
ル特区構
想

道路運送車両の保安基準（国交省令）第４２
条により「自動車には一定の灯火装置若しく
は反射器又は指示装置と類似する等により他
の交通の妨げとなる虞のあるものとして告示
で定める灯火又は反射器を備えてはならな
い。」ことから、規定されている灯火以外に
取り外しの出来る白若しくは青色の灯火（回
転灯）を大垣市のさわやかパトロールに使用
する車両や、ボランティア団体が使用する車
両の上部に搭載できるものとする。また、取
り外しを要望する理由は、業務委託は１年ご
とに入札しており、車両自体も業者持ちであ
り取り外しでないと費用が高くつくため。更
に、ボランティアの車両は個人持ちであるこ
とから取り外しでないとボランティアとして
募集することが出来ない。

警察庁 0130090
道路交通法の
規制緩和

道路交通法
第１０９条の
２第１項及び
第２項

都道府県公安委員会は、交通情
報を提供するように努めなけれ
ばならない。
都道府県公安委員会は、内閣府
令で定める者に交通情報の提供
に係る事務を委託することができ
る。

Ｄ－１

道路交通法第１０９条の２第１項の規定により、都道府県
公安委員会は交通情報を提供するように努めなければな
らないことととされており、また、同条第２項の規定により、
都道府県公安委員会は内閣府令で定める者に交通情報
の提供に係る事務を委託することができることととされてい
るが、同法は、都道府県公安委員会及び都道府県公安委
員会から委託を受けた者以外の者による交通情報の提供
を禁止するものではなく、箱根町が、交通管理の専門的知
識、責任を有する神奈川県警察と調整の上、適切な交通
情報を提供することは可能であるので、神奈川県警察に
相談していただきたい。

提案主体は独自に交通情報を提供することを
求めているが、それが可能であると解してよい
か明らかにされたい。また、貴庁の回答によれ
ば、箱根町が独自に交通情報を提供するにあ
たり、神奈川県警察との調整が必要とのことだ
が、調整が必要な理由及びどのような事項につ
いて調整が必要なのかを具体的かつ網羅的に
お示し願いたい。

箱根町が独自に交通情報を提供することは可能であるが、神奈
川県警察も交通情報板、路側ラジオ、光ビーコン等により交通
情報を提供しており、箱根町と神奈川県警察が相互に矛盾する
交通情報を提供した場合、ドライバーを混乱させ、交通の安全と
円滑を害するおそれがあることから、箱根町と神奈川県警察が
それぞれ提供する交通情報が整合性のとれたものとなるよう、
神奈川県警察と調整していただきたい。

1482 14821010
箱根
町

交通情報
提供特区

　道路交通法で「公安委員会が委託したとこ
ろ以外は、交通情報を提供することが出来な
い」と規制されているが、これを撤廃し、箱
根町内における交通情報を独自に提供できる
ようにする。

警察庁 0130100

交通規制に関
する権限を道
路管理者に委
任

道路交通法
第４条第１項

都道府県公安委員会は、道路標
識等を設置及び管理して、道路
における交通の規制をすること
ができる。

Ｃ

交差点における一時停止等の交通規制や横断歩道の設
置は、交通管理の専門的な知識、責任を有する警察が、
交通の状況、周辺の交通規制の実施状況、交通事故の発
生状況、道路の形状等を勘案して、道路交通の安全と円
滑を確保する観点から実施する必要があり、交通管理に
関する専門的な知識、責任を有しない市長が、道路ネット
ワークの一部について一時停止等の交通規制や横断歩
道の設置を行うこととすれば、交通の流れに悪影響を与え
たり、交通事故を誘発したりするなど、交通の安全と円滑
の確保に重大な支障が生ずるおそれがある。
警察としては、従前より、地域住民や道路利用者等の要
望を踏まえつつ、交通の安全と円滑が図られる適切な交
通規制の実施に努めているところであり、ご提案の安全な
まちづくりを進めるための交通規制についても、地域住民
や道路利用者等が賛同しており、道路交通の安全と円滑
の確保の観点から問題のないものであれば、実施すること
は可能であると考えられるので、所轄警察署に相談してい
ただきたい。

特区において、市が①交通管理の専門的な知
識、責任を有する所轄警察署と協議を行い、②
地域住民や道路利用者等の賛同を得た場合に
は、現状6ヶ月を要している所轄警察署協議か
ら交通規制実施までの期間を１ヶ月程度に短縮
することが可能か検討願いたい。また、右記提
案主体の意見を踏まえ、交通規制に関する権
限を市に委任することができないか再度検討願
いたい。

「交差点における一時停止等の交通規制や横断歩道の設置は、
交通管理の専門的な知識、責任を有する警察が、交通の状況、周
辺の交通規制の実施状況、交通事故の発生状況、道路の形状等
を勘案して、道路交通の安全と円滑を確保する観点から実施する
必要があり、交通管理に関する専門的な知識、責任を有しない市
長が、道路ネットワークの一部について一時停止等の交通規制や
横断歩道の設置を行うこととすれば、交通の流れに悪影響を与え
たり、交通事故を誘発したりするなど、交通の安全と円滑の確保に
重大な支障が生ずるおそれがある。」との回答であるが、幹線道路
ではなく、いわゆる生活道路と呼ばれる住宅街区内の道路につい
て、道路ネットワークを重要視するよりも、極論ではあるが、通り抜
けしずらい道路としていくのか。これには優先道路の明確化を図り
ながら、バイパス機能をいかに排除していくのかが必要となる。こ
のためにも、所轄警察署との協議の上、道路管理者に権限を委任
し、住民の立場に立った交通行政を遂行していきたい。
「警察としては、従前より、地域住民や道路利用者等の要望を踏ま
えつつ、交通の安全と円滑が図られる適切な交通規制の実施に
努めているところであり、ご提案の安全なまちづくりを進めるため
の交通規制についても、地域住民や道路利用者等が賛同してお
り、道路交通の安全と円滑の確保の観点から問題のないものであ
れば、実施することは可能であると考えられるので、所轄警察署に
相談していただきたい。」との回答については、警察庁がどの程度
までを認められる範囲としているのか、読み取れないことから、所
轄署との協議をするにしても、判断しかねるのではないかと思われ
る。
さらに、特区申請にも記載したが、交通規制の申請から規制開始
までをもっと短期間で事務処理を行う方法についても、検討いただ
きたい。

平成１５年８月から、構造改革特区制度として、地方公共団体や所轄警察署のほ
か、地域住民、道路利用者等からなる地域参加型の協議会が総合的なまちづくり
の計画を策定し、警察が、このまちづくりの計画に基づき、交通規制を実施する制
度が実施されており、この制度を活用することにより、交通規制の実施について、
地域住民、道路利用者等の合意形成が円滑に行われることとなれば、交通規制
を実施するまでの期間を短縮することも可能となると考えられる。
なお、生活道路と呼ばれる住宅街区内の道路についても、道路ネットワークの一
部を形成することに変わりはなく、住宅街区内の生活道路への車両の流入を抑制
する交通規制を実施する際には、交通管理の専門的知識、責任を有する警察
が、当該生活道路における交通の状況、周辺の交通規制の実施状況、交通事故
の発生状況、道路の形状、交通規制の実施による周辺交通への影響、交通規制
の実効性等を総合的に勘案してその適否を判断する必要があり、交通管理に関
する専門的知識を有しない市長がそのような交通規制を行うこととすれば、周辺
の交通の流れに悪影響を与えたり、交通事故を誘発したりするなど、交通の安全
と円滑の確保に重大な支障が生ずるおそれがある。御提案の住民の立場に立っ
た交通規制については、道路交通の安全と円滑の観点から問題がないものであ
れば、警察が実施することは可能であり、そのような交通規制の実施についての
地方公共団体、所轄警察署、地域住民、道路利用者等の合意形成を図る場とし
て、前述の構造改革特区制度を活用することも可能である。また、交通規制は都
道府県公安委員会又は警察署長の個別具体的な判断により行われるものであ
り、警察庁がその可否を決するものではない。

軽微な交通規制の実施要望に
対して迅速に対応できるような仕
組みの構築を検討し回答された
い。

　軽微な交通規制については迅速
な対応ができるような仕組みの構
築を検討せよとの御要請である
が、交通規制が周辺の交通の流れ
に与える影響は、交通量、交通の
状況、道路の状況、周辺の交通規
制の実施状況等によって千差万別
であり、交通規制の種別　を軽微な
ものとそうでないものに分類するこ
とは不可能であることから、「軽微
な交通規制」の実施要望に限って
迅速に対応できる仕組みを構築す
ることはできないが、再検討要請に
対する回答のとおり、平成１５年８
月から構造改革特区として実施さ
れている地域参加型の協議会が策
定した総合的なまちづくりの計画に
基づく交通規制の制度を活用すれ
ば、交通規制を実施するまでの期
間を短縮することも可能であるの
で、この制度を活用していただきた
い。また、仮に、理由もなく、交通規
制の実施が著しく遅延している事
実が認められる場合には、当庁と
しても、都道府県警察に対して、迅
速な事務処理を促してまいりたい。

1559 15591010
埼玉
県坂
戸市

安全なま
ちづくり構
想

軽微な交通規制（交差点における一時停止）
や指示標示（横断歩道）について、安全なま
ちづくりを進めるため、通過を目的とする道
路以外の市民生活に密接な住宅街区内におけ
る市道について、県公安委員会の権限を道路
管理者に委任する。

警察庁 0130100

交通規制に関
する権限を道
路管理者に委
任

道路交通法
第４条第１項

都道府県公安委員会は、道路標
識等を設置及び管理して、道路
における交通の規制をすること
ができる。

Ｃ

交差点における一時停止等の交通規制や横断歩道の設
置は、交通管理の専門的な知識、責任を有する警察が、
交通の状況、周辺の交通規制の実施状況、交通事故の発
生状況、道路の形状等を勘案して、道路交通の安全と円
滑を確保する観点から実施する必要があり、交通管理に
関する専門的な知識、責任を有しない市長が、道路ネット
ワークの一部について一時停止等の交通規制や横断歩
道の設置を行うこととすれば、交通の流れに悪影響を与え
たり、交通事故を誘発したりするなど、交通の安全と円滑
の確保に重大な支障が生ずるおそれがある。
警察としては、従前より、地域住民や道路利用者等の要
望を踏まえつつ、交通の安全と円滑が図られる適切な交
通規制の実施に努めているところであり、ご提案の安全な
まちづくりを進めるための交通規制についても、地域住民
や道路利用者等が賛同しており、道路交通の安全と円滑
の確保の観点から問題のないものであれば、実施すること
は可能であると考えられるので、所轄警察署に相談してい
ただきたい。

特区において、市が①交通管理の専門的な知
識、責任を有する所轄警察署と協議を行い、②
地域住民や道路利用者等の賛同を得た場合に
は、現状6ヶ月を要している所轄警察署協議か
ら交通規制実施までの期間を１ヶ月程度に短縮
することが可能か検討願いたい。また、右記提
案主体の意見を踏まえ、交通規制に関する権
限を市に委任することができないか再度検討願
いたい。

「交差点における一時停止等の交通規制や横断歩道の設置は、
交通管理の専門的な知識、責任を有する警察が、交通の状況、周
辺の交通規制の実施状況、交通事故の発生状況、道路の形状等
を勘案して、道路交通の安全と円滑を確保する観点から実施する
必要があり、交通管理に関する専門的な知識、責任を有しない市
長が、道路ネットワークの一部について一時停止等の交通規制や
横断歩道の設置を行うこととすれば、交通の流れに悪影響を与え
たり、交通事故を誘発したりするなど、交通の安全と円滑の確保に
重大な支障が生ずるおそれがある。」との回答であるが、幹線道路
ではなく、いわゆる生活道路と呼ばれる住宅街区内の道路につい
て、道路ネットワークを重要視するよりも、極論ではあるが、通り抜
けしずらい道路としていくのか。これには優先道路の明確化を図り
ながら、バイパス機能をいかに排除していくのかが必要となる。こ
のためにも、所轄警察署との協議の上、道路管理者に権限を委任
し、住民の立場に立った交通行政を遂行していきたい。
「警察としては、従前より、地域住民や道路利用者等の要望を踏ま
えつつ、交通の安全と円滑が図られる適切な交通規制の実施に
努めているところであり、ご提案の安全なまちづくりを進めるため
の交通規制についても、地域住民や道路利用者等が賛同してお
り、道路交通の安全と円滑の確保の観点から問題のないものであ
れば、実施することは可能であると考えられるので、所轄警察署に
相談していただきたい。」との回答については、警察庁がどの程度
までを認められる範囲としているのか、読み取れないことから、所
轄署との協議をするにしても、判断しかねるのではないかと思われ
る。
さらに、特区申請にも記載したが、交通規制の申請から規制開始
までをもっと短期間で事務処理を行う方法についても、検討いただ
きたい。

平成１５年８月から、構造改革特区制度として、地方公共団体や所轄警察署のほ
か、地域住民、道路利用者等からなる地域参加型の協議会が総合的なまちづくり
の計画を策定し、警察が、このまちづくりの計画に基づき、交通規制を実施する制
度が実施されており、この制度を活用することにより、交通規制の実施について、
地域住民、道路利用者等の合意形成が円滑に行われることとなれば、交通規制
を実施するまでの期間を短縮することも可能となると考えられる。
なお、生活道路と呼ばれる住宅街区内の道路についても、道路ネットワークの一
部を形成することに変わりはなく、住宅街区内の生活道路への車両の流入を抑制
する交通規制を実施する際には、交通管理の専門的知識、責任を有する警察
が、当該生活道路における交通の状況、周辺の交通規制の実施状況、交通事故
の発生状況、道路の形状、交通規制の実施による周辺交通への影響、交通規制
の実効性等を総合的に勘案してその適否を判断する必要があり、交通管理に関
する専門的知識を有しない市長がそのような交通規制を行うこととすれば、周辺
の交通の流れに悪影響を与えたり、交通事故を誘発したりするなど、交通の安全
と円滑の確保に重大な支障が生ずるおそれがある。御提案の住民の立場に立っ
た交通規制については、道路交通の安全と円滑の観点から問題がないものであ
れば、警察が実施することは可能であり、そのような交通規制の実施についての
地方公共団体、所轄警察署、地域住民、道路利用者等の合意形成を図る場とし
て、前述の構造改革特区制度を活用することも可能である。また、交通規制は都
道府県公安委員会又は警察署長の個別具体的な判断により行われるものであ
り、警察庁がその可否を決するものではない。

軽微な交通規制の実施要望に
対して迅速に対応できるような仕
組みの構築を検討し回答された
い。

　軽微な交通規制については迅速
な対応ができるような仕組みの構
築を検討せよとの御要請である
が、交通規制が周辺の交通の流れ
に与える影響は、交通量、交通の
状況、道路の状況、周辺の交通規
制の実施状況等によって千差万別
であり、交通規制の種別　を軽微な
ものとそうでないものに分類するこ
とは不可能であることから、「軽微
な交通規制」の実施要望に限って
迅速に対応できる仕組みを構築す
ることはできないが、再検討要請に
対する回答のとおり、平成１５年８
月から構造改革特区として実施さ
れている地域参加型の協議会が策
定した総合的なまちづくりの計画に
基づく交通規制の制度を活用すれ
ば、交通規制を実施するまでの期
間を短縮することも可能であるの
で、この制度を活用していただきた
い。また、仮に、理由もなく、交通規
制の実施が著しく遅延している事
実が認められる場合には、当庁と
しても、都道府県警察に対して、迅
速な事務処理を促してまいりたい。

1559 15591020
埼玉
県坂
戸市

安全なま
ちづくり構
想

道路法第45条第2項で定める道路標識、区画
線及び道路標示について、必要な事項を定め
た道路標識、区画線及び道路標示に関する命
令（平成16 年 ３ 月 22 日 内閣府・国土交
通省令 第 ２号 ）第4条第1項第3号の規制緩
和

警察庁 0130110

道路交通法に
基づく安全運
転管理者等の
届出業務の外
部委託化

道路交通法
第７４条の２
第５項

自動車の使用者は、安全運転管
理者又は副安全運転管理者を選
任又は解任したとき　は、内閣府
令で定める事項を当該自動車の
使用の本拠の位置を管轄する公
安委員会に　届け出なければな
らない。

Ｄ－１
現行法令上、届出受理に係る事務を民間委託することに
ついて禁止する規定はない。

現行において警察が行っている届出受理業務
を民間事業者に委託するにあたり、その委託は
どのような手続きを経て行われるのか、また、
委託の可否の判断はどの者がどのような基準
に基づき行うのか、それぞれお示し願いたい。

○　現行法令で対応可能であるため，意
見なし。

委託を行うか否かについては、都道府県公安委員会が、その届
出受理業務の事務量等にかんがみ、必要と認める場合には、
各都道府県の財務規則等に基づき実施しているものと承知して
いる。

行政効率の観点から県が民間
事業者への委託を提案する場合
には、それを踏まえた対応を行う
ような仕組みを構築することを検
討し回答されたい。

　現行においても、予
算折衝等の様々な機
会において知事部局と
協議を行い、行政効率
化を推進しているもの
と承知している。

1140 11402100
広島
県

分権ひろ
しま活性
化プラン

警察業務の効率化及び民間事業者等への外部
委託を推進するため，安全運転管理者等の届
出業務の外部委託が可能となるよう道路交通
法の改正を行うこと。
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